
 

 

 

 

１ やさしいたからづか推進計画（第２期）（案）とは 

やさしいたからづか推進計画（第２期）（案）は、自殺対策基本法（平成 28 年

（2016 年）4 月 1 日改正施行）及び自殺総合対策大綱（令和 4 年（2022 年）10

月 14日改定）等を踏まえたものであり、自殺対策基本法第 13条に基づく「市町村

自殺対策計画」として策定します。 

  この計画は、自殺に至る原因となる「様々な悩み」を解消できるように、「悩みを抱

えている方を支援する」取組を行うことにより、自殺対策を推進することを目的とし

ています。 

 

２ やさしいたからづか推進計画（第２期）（案）策定の経過 

  本計画（案）の策定にあたり、令和 5年（2023年）8月から 11月の間に宝塚

市自殺対策庁内連絡会議、宝塚市自殺対策庁内連絡会議計画策定作業部会を

随時開催し、計画策定に関する検討を行いました。また、令和 5年（2023年）6

月と 10月には宝塚市自殺対策推進会議を開催し、計画策定に関する意見や助言

を受けました。 

 

３ やさしいたからづか推進計画（第２期）（案）のポイント 

 ①趣旨・目的・背景 

   自殺に至る原因となる「様々な悩み」を解消できるように、「悩みを抱え

ている方を支援する」取組を行うことにより、自殺対策を推進します。 

②考え方・論点 

 自殺対策の取組を総合的に提示することが、「行政機関をはじめとする支

援機関の職員が『自殺対策の取組を行っている』という自覚を持つ」ことや

「市民の皆様に対して広く自殺対策の取組を周知すること」につながると考

えています。 

 

４ 意見募集の目的 

計画策定の趣旨や内容等について、広く公表し、やさしいたからづか推進計  

画（第２期）（案）に市民の皆様からのご意見を反映するため、意見募集を行

います。 

  なお、意見募集のため公表する内容は、以下のとおりです。 

やさしいたからづか推進計画（第２期）（案） 

～宝塚市自殺対策計画～への募集について 

 



 

 

➀ やさしいたからづか推進計画（第２期）（案）に対する意見募集 

② 別紙「意見提出用紙」 

 ③ やさしいたからづか推進計画（第２期）（案）の概要 

 ④ やさしいたからづか推進計画（第２期）（案） 

 

 

５ やさしいたからづか推進計画（第２期）（案）の公表方法について 

パブリック・コメントの計画書（案）の概要版・本編は、市ホームページ及

び市の窓口にて公表しています。 

 

①市ホームページ（https://www.city.takarazuka.hyogo.jp） 

・健康福祉部 福祉推進室 障碍
がい

福祉課のページ 

・トップページのサイト内検索から「やさしいたからづか推進計画  

（第 2期）」で検索するか、ページ番号検索から検索用 ID「1054963」を入

力し検索することができます。 

※二次元コード  

  

②市の窓口 

市役所障碍
がい

福祉課（1階）、市民相談課（2階）、各公民館、各図書館、各人

権文化センター、男女共同参画センター、フレミラ宝塚、各サービスセンタ

ー・サービスステーション及び市総合福祉センター等で公表しています。 

 

６ 意見の募集期間 

令和 6年（2024年）1 月 29日（月）から令和 6年（2024年）2月 29日（木）

まで 

 

７ 意見の提出方法 

別紙「意見提出用紙」に必要事項を記入し、案に関する意見を記載して提出

してください。なお、別の用紙で提出していただく場合は、別紙「意見提出用

紙」に記載のある項目（氏名、住所、電話番号等）すべてを明記してください。 

意見が複数ある場合は、意見ごとに意見対象箇所（全般もしくは特定部分）

が分かるように記載してください。 

提出方法は、市障碍
がい

福祉課へ持参・郵送・ファクシミリ・電子メールのいず

れかの方法により、募集期間内にご提出ください。ただし、郵送の場合は、令



 

 

和６年（2024年）2月 29日（木）必着とします。 

 

※メールでの提出の場合は、下記の件名で送信をお願いします。 

 （やさしいたからづか推進計画）パブコメの提出について  

 

８ 提出先・問い合わせ先 

〒665-8665（住所記載不要） 

「宝塚市役所 健康福祉部 福祉推進室 障碍
がい

福祉課」 

電話番号      ０７９７－７７－２０７７ 

ファクシミリ    ０７９７－７２－８０８６ 

電子メールアドレス m-takarazuka0046@city.takarazuka.lg.jp 

市役所所在地    宝塚市東洋町 1番１号 

（障碍
がい

福祉課は市役所１階です。） 

 

９ 意見の公表について 

氏名、住所、電話番号等の個人情報は、一切公表しません。提出いただい

た意見（パブリック・コメント）については、個人の権利利益を害するおそ

れのある情報等を除き、その全体を取りまとめた上で、意見の採否及び市の

考え方とともに市ホームページで公表するほか、市役所障碍
がい

福祉課（1階）

市民相談課（2階）、各公民館、各図書館、各人権文化センター、男女共同参

画センター、フレミラ宝塚、各サービスセンター・サービスステーション及

び市総合福祉センター等で配布します。 

なお、提出いただいた意見に対し、個別回答はしませんのでご了承ください。 

 

 

１０ 個人情報等の取扱について 

氏名、住所、電話番号等の個人情報は、厳正に保管し、他の目的には一切

使用、提供しません。 


